
国立大学法人一橋大学ハラスメント等の防止等に関する規則 

平成25年７月29日 

規則第141号 

  

 改正 平成29年１月１日 令和４年１月31日  

   令和５年３月29日 令和５年12月21日  

（目的） 

第１条 この規則は、国立大学法人一橋大学（以下「本学」という。）におけるハラスメントの防止

及び排除、性暴力等の防止に係る取組の推進並びにハラスメント等（ハラスメント及び性暴力等を

いう。以下同じ。）に起因する問題が生じた場合の対応等（以下「ハラスメント等の防止等」とい

う。）に関し必要な事項を定めることにより、本学の教職員及び学生等の人権を擁護するとともに、

良好な就学環境及び就労環境を維持することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

一 ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラス

メント、妊娠、出産等に関するハラスメント、育児休業等に関するハラスメント及びその他のハ

ラスメントをいう。 

二 セクシュアル・ハラスメント 固定的な性的役割の観念に基づく言動又は性的指向若しくは性

自認に関する偏見に基づく言動を含む性的な言動であって、他の者を不快にさせ、又は精神的な

苦痛若しくは肉体的な苦痛若しくは困惑を与えることをいう。 

三 アカデミック・ハラスメント 教育上又は研究上の地位を利用して、不適切な言動、指導又は

処遇等により他の者の研究意欲又は研究環境を著しく阻害すること及びその職務を逸脱して精神

的な苦痛、肉体的な苦痛又は困惑を与えることをいう。 

四 パワー・ハラスメント 職務上の地位又は人間関係などの職場内の優位性を利用して、他の教

職員に対し、業務の適正な範囲を超えた言動、指導又は処遇等により精神的な苦痛若しくは身体

的な苦痛を与え、又はその就労意欲若しくは就労環境を著しく阻害することをいう。 

五 妊娠、出産等に関するハラスメント 女性に対する当該女性が妊娠したこと、出産したこと、

労働基準法（昭和22年法律第49号）第65条第１項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは

同条第２項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であって雇用の分野

における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則（昭和61年労働省令第２号）

第２条の３で定めるものに関する言動又はこれに準ずる言動により当該女性の就労環境又は就学

環境を害することをいう。 

六 育児休業等に関するハラスメント 育児休業、介護休業その他の育児休業、介護休業等育児又

は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則（平成３年労働省令第25号）第76条で定め

る制度若しくは措置の利用に関する言動又はこれに準ずる言動により他の者の就労環境又は就学

環境を害することをいう。 

七 その他のハラスメント 他の者の人格権又はプライバシー権を侵害するような行為、いじめ又

は嫌がらせをいう。 

八 性暴力等 刑法（明治40年法律第45号。以下「刑法」という。）第176条第１項各号に掲げる行

為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しく

は全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて行われる次に掲げる行為を

いう。 

イ 刑法第177条に規定する性交等（以下「性交等」という。）をすること又は性交等をさせるこ

と（暴行又は脅迫を受けて性交等をした場合及び心身に有害な影響を与えるおそれがないと認

められる特別の事情がある場合を除く。）。 

ロ わいせつな行為をすること又はわいせつな行為をさせること（前記イに掲げるものを除く。）。 

ハ 刑法第182条の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に

関する法律（平成11年法律第52号）第５条から第８条までの罪又は性的な姿態を撮影する行為

等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律

（令和５年法律第67号）第２条から第６条までの罪に当たる行為をすること（前記イ及びロに



掲げるものを除く。）。 

ニ 次に掲げる行為であって著しく羞恥させ、若しくは不安を覚えさせるようなものをすること

又はそのような行為をさせること（前記イ、ロ及びハに掲げるものを除く。）。 

(１) 衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の性的な部位その他の身体の一部に触

れること。 

(２) 通常衣服で隠されている人の下着又は身体を撮影し、又は撮影する目的で写真機その他

の機器を差し向け、若しくは設置すること。 

（責務） 

第３条 本学は、ハラスメント等の防止等に関し、研修、啓発活動その他必要な措置を講じなければ

ならない。 

２ 本学は、ハラスメント等に起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければなら

ない。 

（ハラスメント対策委員会） 

第４条 本学にハラスメント対策委員会を置く。 

２ ハラスメント対策委員会は、第１条に掲げる目的の実現のため必要な事項について審議する。 

３ ハラスメント対策委員会について必要な事項は、別に定める。 

（ハラスメント相談室） 

第５条 本学にハラスメント相談室を置く。 

２ ハラスメント相談室は、教職員及び学生等のハラスメント等に関する相談に応じる。 

３ ハラスメント相談室について必要な事項は、別に定める。 

（守秘義務等） 

第６条 ハラスメント対策委員会及びハラスメント相談室の業務に携わる者は、ハラスメント等又は

ハラスメント等に起因する問題に関する対応に当たって、その業務上知り得た秘密を正当な理由な

く他に漏らしたり、私事に利用したりしてはならず、関係者の名誉やプライバシー保護について、

特に配慮し、慎重に行動しなければならない。 

（不利益な取扱いの禁止） 

第７条 本学の教職員は、ハラスメント等に対する申出、当該申出に係る調査への協力その他ハラス

メント等に関し正当な申出又は対応をした教職員又は学生等に対し、そのことを理由に不利益な取

扱いをしてはならない。 

（雑則） 

第８条 この規則に定めるもののほか、ハラスメント等の防止等に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

１ この規則は、平成25年７月29日から施行する。 

２ 国立大学法人一橋大学セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程（平成16年規則第62号）

及び国立大学法人一橋大学アカデミック・ハラスメントの防止等に関する規程（平成19年規則第87

号）は、廃止する。 

附 則 

この規則は、平成29年１月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、令和４年１月31日から施行する。 

附 則 

この規則は、令和５年３月29日から施行する。 

附 則 

この規則は、令和５年12月21日から施行する。 


